
滝山住宅管理組合
理 事 長 様

このたび、滝山住宅管理組合規約第13条の規定に基づき、滝山住宅管理組合の組合員の
資格（区分所有権）を喪失しましたので、以下のとおり届け出ます。

③組合員資格喪失届

1届出事項l､

1．対象住戸

届出者氏名（組合員資格喪失者本人）

2．組合員資格の喪失日

● ● ● ● 、 ● ｡ ● ● ● ● ● ● ●

3．組合員資格喪失の原因（○で囲む）：
ア特定承継（売却、贈与、競売による明渡等）

街区

4．組合員資格を喪失した者（前区分所有者）の氏名及び連絡先等

年 月

･氏名（ふりがな）

号棟

･組合員資格喪失後の連絡先

年 月 日

〒

日

号 室

･電話番号：

● ● ●

メ ー ル ア ド レス

● ● ● ●

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

⑳

*上記の内容は、組合員資格喪失者が区分所有していた棟の管理団体の長（棟建築委員長）
にも伝えます。

イ一般承継（相続等）

《問合せ先等》この届出に関するお問合せは、管理事務所（血.042-473-0855）にお願いします。

（

携 帯

）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

以上
■


